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　少子高齢社会の急速な進展によって、高齢単身世帯等の増加が見込まれる中、入居中の事故や
家賃滞納への不安から高齢者が民間賃貸住宅への入居を敬遠されるケースが目立ってきている。
一方で、高齢であることを理由に入居を拒まない民間賃貸住宅も数多くあり、こうした住宅の情
報を広く提供していくことが求められている。
　住宅の確保に向けた配慮を要する人々は、高齢者のみならず、低額所得者や被災者、障害者、
子どもを育成する家庭、さらにはニューカマーと呼ばれる新たな定住外国人であることもあろう。
こうした人々に対し、官民協働で住宅と福祉の両面から住み慣れた地域で安心して暮らせる住ま
いの確保に向けた取組みの推進が求められている。
　こうした背景から地方公共団体、宅地建物取引業者、賃貸住宅を管理する事業を行う人々が連
携し、居住支援協議会を組織することができることが、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の
供給の促進に関する法律」、いわゆる「住宅セーフティネット法」の第10条第 1項において規定
されて久しい。
　ところが、居住支援協議会は必ずしも所期の働きを全うして、人々に認識され、地域的広がり
の中で様々に生じるセーフティネットを形成しつつあるとは言いがたい。次年度は、第 2期目の
住生活基本計画が始まる予定だが、その準備的議論の中でも、こうした地域的セーフティネット
形成への期待が、居住支援協議会に寄せられているのも事実である。
　さらに、もし居住支援協議会が地域的な議論を真剣に行い、不動産業界、福祉業界とより連携
を深めれば、個別の敷地単位のハウジングを超えた地域空間マネジメントとしてのハウジングが
議論されるだろうし、地域包括支援体制に対して住宅はどういう構えでいればいいのかといった、
切実な議論にも参加できるであろう。
　本特集では、すでにある居住支援協議会の取組みや今後の期待についてご紹介いただくことに
より、居住支援協議会の活動が広く周知されることに資する機会としたい。

居住支援協議会

― 特集の趣旨 ―

参考（２）
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住宅政策の展開と居住支援協議会への期待

千葉大学大学院工学研究科建築・都市科学専攻 教授　小　　林　　秀　　樹

特　集 1

はじめに－直接供給から間接供給

そして居住支援へ

　居住支援協議会のあり方は、日本の住宅政策
におけるセーフティネットの展開と密接に関わ
る。最初に、その歴史を振り返っておこう。
⑴　公共住宅の直接供給の時代
　戦後から1980年代までは、住宅困窮者に対す
る住宅政策は公共住宅（公営住宅、公団住宅、
公社住宅等）の直接供給を課題としてきた。そ
の中でも、公営住宅が低所得者向けとして位置
づく。しかし、その建設戸数は十分とはいえず、
大都市では低質な長屋や木賃アパートが実質的
な低所得者向けの住まいとして機能していた。
　その後、1980年代になると、公営住宅のあり
方について批判が目立ち始める。その背景には、
建替え等で公営住宅の質が高まるとともに恩恵
が一部の入居者に限られることへの批判、及び
収入超過者の存在への批判があった。もちろん、
公営住宅のあり方には地域差が大きく、地方
では集合住宅の先導役としての期待や（HOPE
計画を参照）、過疎対策等から公営住宅の新規
供給が歓迎される一方で、大都市では、用地確
保の難しさと公営住宅批判から新規建設は次第
に困難になっていった。
⑵　公的住宅の間接供給の始まり
　1985年のプラザ合意を契機として日本はバブ
ル経済に突入する。当時、都市部では地価高騰
により、中所得者も住宅確保に困る状況が生じ
た。これを受けて公営住宅批判がさらに高まる

とともに、中所得者向けの新たな公的住宅が求
められ、民間地主が建設した賃貸住宅を借上げ
て中所得者向けに供給する方式が注目された。
　その始まりは、1986年創設の「地域特別賃貸
住宅制度」である（1985年に横浜市が先駆的に
始めた民間借上方式が契機とされる）。Ａ型は
公共団体の直接建設、Ｂ型は民間賃貸住宅を借
上げる仕組みであった。ただし、当初は、借上
げ後の管理は公共団体や住宅供給公社に限定す
るものであった。
　この借上げ方式を発展させて、1993年に「特
定優良賃貸住宅」（特優賃）が法制化された。
この時に、賃貸管理を民間法人に拡大すること
とし、民間賃貸住宅の本格的な借上げ事業が始
まることになる。これを「間接供給」と呼ぶこ
とにする。また、公団・公社住宅でも市場家賃
化が進められ、この頃から「公共住宅」ではな
く「公的住宅」と呼ぶことが適切となった。
　当時、筆者が参加した東京都区部の住宅審議
会では、「借上げならば、家賃補助として年120
万円ほどで、自治体負担はその半分。公営住宅
は土地費を含めて数千万円かかることに比べて
安上がりだ」という意見が交わされた。つまり、
地価を顕在化させない方式として、公的住宅の
間接供給への期待が高かったのである。
⑶　公営住宅法改正の明暗－生活保護制度への
接近
　1995年、住宅・宅地審議会は「21世紀に向け
た住宅・宅地政策の基本的体系について」を答
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申した。そこで強調されたことは市場重視への
転換であった。つまり、住宅は市場を通して自
助努力で確保することを基本とした上で、政府
の役割は、その市場が適正に機能するような基
盤整備と、市場から落ちこぼれる者を救う安全
網（セーフティネット）の整備にあるとする理
念である。この頃から、住宅セーフティネット
という言葉が政策現場で徐々に使われるように
なった。このような動きを踏まえて、1996年に
公営住宅法が改正された。おもな変更は以下の
４点である。
①　公営住宅においても民間住宅の借上げ方式
を導入する。
②　公営住宅を社会福祉法人等に賃貸してグル
ープホーム等とする方式を導入する。
③　従来の第 1種（収入基準が高い）と 2種（低
い）の区分を廃止して「応能応益家賃」を導
入する。
④　公営住宅に入居できる収入基準を下から25
％に引き下げる（それまではⅠ種で33％）。
　以上のうち③と④が大きな変革であり、公営
住宅は、低所得者向けの福祉住宅としての性格
を強めることになった。その結果、以下の副作
用がみられた。
①　「応能」による家賃設定は、収入増加者へ
の対策として期待されたが、現実には、入居
者の多数が低所得であるため家賃はむしろ下
がった。これにより、公営住宅に入居できた
者とできなかった者の不公平は拡大した。ま
た、自治体の家賃収入が大きく下がり、住宅
関連予算を圧迫した。
②　家賃減の影響は大都市ほど大きく、自治体
からは「応益」（住宅の便益により家賃を上
下する仕組み）の効き方が弱く実態にあって
いないとの指摘がなされた。
③　過疎対策等に公営住宅を活用している自治

体からは、収入基準の引下げにより、政策目
的が達せられないとの声があがった（裁量階
層は40％まで可だが世帯種別に制限。新婚世
帯等は対象外）。この問題の解決は、平成23
年の地方分権に関する法律により、自治体の
裁量が拡大される時期まで待つことになる。
　いずれにしても、近代化の先導役など公営住
宅が果たしてきた多様な役割は終焉を迎え、住
宅セーフティネットに限定する方針転換が行わ
れた。その結果、生活保護制度と公営住宅の性
格が近づくことになる。
　実は、筆者は、1996年から2002年まで、建設
省建築研究所で住宅計画研究室長を務めた。そ
の頃、住宅困窮者への対策として家賃補助を導
入することが話題となったが、生活保護制度は
厚生省所管の別政策という認識であった。しか
し、生活保護制度には「住宅扶助費」がある。
これは家賃補助そのものである。これを受給し
て民間賃貸住宅に居住する被保護者は多い。と
すれば、同じ住宅セーフティネットとして、公
営住宅と生活保護制度を総合的にみて研究すべ
きであった。不明を恥じる次第だ。
⑷　空き家の発生と間接供給の転機
　さて、借上げ方式による間接供給は、その後、
予想しない展開を遂げる。バブル崩壊後の地価
下落は、筆者を含めた政策関係者の予想を超え
るものであった。しかも、特優賃の制度設計は、
家賃補助を毎年減らして、最後は市場家賃の ８
割以上まで引き上げて経営することを想定して
いた。このため、特優賃の家賃は順次上がる。
その一方で、周辺の民間家賃はバブル崩壊で下
がるという状況が生じた。これにより、空き家
が大量に発生することになったのである。
　しかし、借上げ期間20年の間は解約できない。
このため、空き家を埋めるために、自治体が独
自に家賃補助を行う工夫などが試みられた。ま
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た、多くの自治体では20年経過後に返却する方
針だが、ちょうど建物の大規模修繕が必要な時
期にあたり、地主からはその後の賃貸経営を不
安視する声が聞かれる。以上を通して、結果を
みる限り、残念ながら特優賃という間接供給は、
時代変化を読み切れずに失敗であったと評価せ
ざるをえない。
⑸　住宅セーフティネット法と居住支援の登場
　そして、2006年に住生活基本法が制定され、
次いで2007年に住宅セーフティネット法（住宅
確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に
関する法律）が制定される。これは、わずか12
条からなる法律でありながら、これまでの住宅
政策の歴史を踏まえた適切な方向を示してい
る。というより、この法律を運用しつつ、以下
のように新しい住宅政策を発展できる基盤を提
供している。
①　住宅確保要配慮者の例示とその意義：住生
活基本法第 ６条に従い、本法律では対象者と
して、低額所得者だけではなく、被災者、高
齢者、障害者、子どもを育成する家庭を明示
している（第 1 条）。後者の例示は、従来の
公営住宅の裁量階層を踏襲したものだが、改
めて読み替えれば、「高齢者、障害者、子育
て世帯等は、中所得者も対象とする」ことを
意味する。これを生かすことで住宅政策の幅
は格段に広がる。
②　福祉政策との連携とその意義：関連施策と
の連携、とくに福祉政策との連携を明記して
いる（第 ８ 条）。これは、住宅政策と福祉政
策の連携が不十分であった歴史を踏まえて、
極めて適切な方針であるといえる。
　　また、2001年に制定された高齢者住まい法
（高齢者の居住の安定確保に関する法律）は、
国土交通省と厚生労働省の共管であり、さら
に2011年改正で新たに創設されたサービス付

き高齢者住宅は、両省の共管事業となってい
る。並行して、国土交通省と厚生労働省の人
事交流が進んでいると聞く。時機を得た方針
であると敬意を表したい。
③　民間賃貸住宅の対象化とその意義：住宅セ
ーフティネットの受け皿として、公的賃貸住
宅に加えて、新たに民間賃貸住宅を位置づけ
ている（第 ４ 条）。特優貸等の借上げは、公
的賃貸住宅に分類されており、民間賃貸住宅
は、公的賃貸以外のすべて含む。これは、民
間住宅に空き家が増えている現状を踏まえつ
つ、それらを活用して住宅セーフティネット
を充実する方針を示している。
　　そして、民間賃貸住宅を活用するための具
体的方策して、新たに「居住支援協議会」の
設立を示したわけである（第10条）。

居住支援協議会の特徴とは何か

　以上の歴史を踏まえて、居住支援協議会の特
徴を整理すると、以下の ４つである。
⑴　民間賃貸住宅の活用－借上げではない
　第一の特徴は、民間賃貸住宅の借上げ（間接
供給）ではなく、住宅確保要配慮者への「入居
支援」という点である。入居支援とは、入居が
断られることがある一人暮らし高齢者や障害者
（大家が緊急対応等に不安をもつため）、子育て
世帯（音の問題等に不安）、低額所得者（家賃
支払い等に不安）その他に対して、安心して貸
せるように家賃保証などの体制を整えたり、逆
に、入居希望者には、受け入れ可能な賃貸住宅
の情報をまとめて提供することである。
　ある不動産業者の話を紹介しよう。「入居者
集めに苦労する賃貸アパートでは、生活保護世
帯の受け入れを歓迎している。理由は、家賃支
払いが確実だからだ」。「不安があるのは、低額
所得者と一人暮らし高齢者だ。一般には家賃保
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証により対応するが、高齢者は簡単ではない」。
「孤独死があって清掃しても臭いが消えないで
困っているアパートがある。できれば、定期的
な見守りがあり、孤独死を避ける仕組みが必要
だ。それがあれば、安心して大家さんは貸せる」。
このような課題への対応が、居住支援協議会の
テーマといえる。
⑵　既存住宅の活用－空き家活用の推進
　第二の特徴は、空き家を活用して住宅セーフ
ティネットを充実することを狙いの一つとして
いることである。そのために、改修費補助を行
う制度もある（民間住宅活用型住宅セーフティ
ネット整備推進事業等。平成27年度は未）。以
上のように居住支援協議会は、入居者側への支
援だけではなく、大家側への支援という側面を
もつ。
⑶　福祉関係者との連携－試行錯誤が大切
　居住支援協議会の構成員として、行政と宅地
建物取引業者等に加えて、民生委員や社会福祉
協議会等を想定している。住宅確保要配慮者の
情報収集、空き家をグループホーム等に活用す
る場合の社会福祉法人やNPOとの連携、前述
した見守りの実施など、福祉関係者への期待は
大きい。しかし、実際にどのように連携し、そ
の費用をどのように手当てするかは、今後の試
行錯誤のテーマとなっている。
⑷　自治体の政策目的との連携
　居住支援協議会では、一般的な居住支援に加
えて、自治体の政策目的に沿った重点的な取り
組みを行うことが期待される。例えば、空き家
活用を重視する自治体であれば、空き家バンク
等との連携が検討され、子育て世帯の移住を推
進する自治体であれば、独自の家賃補助との連
携が考えられる。
　このように、住宅セーフティネットの充実に
加えて、各自治体の政策目的を重視することが、

居住支援協議会を設立する意義をより明確にす
るといえる。

居住支援協議会の支援対象者は誰か

　ところで、ここで疑問が生じるだろう。民間
賃貸住宅の活用であれば、それなりの家賃が必
要になる。果たして住宅セーフティネットとし
て活用できるのだろうか。この疑問に答えるた
めに、住宅確保要配慮者を所得階層別に整理し
ておこう。
⑴　住宅セーフティネットの対象階層
　図－ 1は、住宅セーフティネットの対象階層
とその主な住宅問題を整理したものである。
①　最下段は「生活保護」の対象である。外国
人は法律が規定する「国民」ではないため除
外されるが、永住・定住外国人等は、行政措
置により保護対象としている。

図－ １　住宅確保要配慮者とその住宅問題
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②　その上に「公営住宅」の本来階層（収入分
位25％以内）が位置づく。両者の最も大きな
違いは資産の有無である。生活保護の対象者
は資産を有さないことが原則で、そのための
資産調査が行われる。しかし、公営住宅は貯
金があっても構わない。収入が基準以下であ
れば入居資格がある。
　　ちなみに、公営住宅に入居している生活保
護世帯は、約 1割と少ない。その理由は、生
活被保護者に単身者が多い一方で、公営住宅
は同居親族がいる世帯の入居が原則であった
ためと考えられる（平成23年に同居親族要件
は廃止）。
③　高齢者、障害者、子育て世帯等は、収入分
位50％までが目安となる（平成23年の公営住
宅法改正で裁量階層が自治体判断により40％
から50％に拡大されたことを参照して）。
⑵　各階層の住宅問題とは何か
　以上の各階層において、どのような住宅問題
が生じているのだろうか。
①　若者貧困層では、安価な家賃を求めて劣悪
な住環境を余儀なくされる「インターネット
カフェ難民」や「違法レンタルルーム問題」
等がある。さらに、中高年単身者の「ホーム
レス問題」や生活保護世帯を囲い込む「貧困
ビジネス問題」がみられる。
②　大都市の公営住宅では、競争率が高いため
入居できた者とできなかった者との「不公平
問題」が大きい。さらに、長年住み続ける過
程で一人暮らしになる世帯が多く、広いファ
ミリー向け住宅を有効に活用できていない。
これは、「ミスマッチ問題」といえる。
③　外国人では、賃貸借契約に従わずに多人数
がルームシェアをしている例がある。さらに
日本語が通じず近隣トラブルも多い。「違法
同居問題」と呼ぶことにする。

④　中所得者であっても、前述したように「入
居お断り問題」がある。さらに、子育て世帯
や母子家庭等では、必要な住宅広さの家賃が
高くて払えない「高家賃問題」が根強い。また、
高齢者では、良質のケア付き住宅は、家賃や
入居一時金が高いため同様な問題がある。

居住支援協議会の取り組み－住宅問題の解決

　以上のような各々の住宅問題の解決が、居住
支援協議会に期待されるわけである。図－ 2
は、都市部を想定してその対策を描いたもので
ある。
⑴　空き家・空き部屋活用による低家賃住宅の
提供
　低所得者にとって、家賃の自己負担は 2 ～
４万円が限度であろう。これを新築住宅で実現
することは困難であり、第一に「空き家活用に
よる低家賃住宅」を求める必要がある。また、
今日、広い家に高齢者が一人暮らしする例が増
えている。その「空き部屋」を提供することで、
安い家賃を実現する一方で、高齢者にイザとい
う時の安心を提供するホームシェアと呼ばれる
新しい工夫もある。これも有力な解決策であろ
う。
　なお、生活保護による住宅扶助費は、単身者
の場合、東京で53,700円（今後引下げ予定）、

図－ ２　住宅セーフティネットの実現方法

6
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富山市で 3万円（同）である。単身用住宅を確
保できる水準といえるが、問題は、むしろ生活
保護を受けていない低所得者等に適切な住まい
を提供することである。
⑵　大都市では家賃補助かシェア居住による負
担低減
　しかし、大都市では、空き家活用を工夫して
も家賃は高くなる。このため、家賃補助を行
うか、あるいは「シェア居住による低家賃住
宅」の可能性を探ることが必要になる。例えば、
3DKで家賃12万円であれば、 3 人がシェアす
れば一人 ４万円になる。
⑶　良い貧困ビジネスと悪い貧困ビジネスの区
別
　シェア居住による低家賃住宅は、すでに生活
被保護者を囲い込む貧困ビジネスとして広まっ
ている。その詳細は省略するが、その中で、よ
い貧困ビジネスと悪い貧困ビジネスを区別する
ことが必要になる。その客観的基準を定めるこ
とは難しく、筆者は、居住支援協議会を通した
個別登録が有効であると考えている。この場合、
良い貧困ビジネスとは、建築基準法等の法規を
満たした上で、①生活保護世帯も非保護世帯も
一緒に入居している（家賃が適正な証）、②自
立支援活動がある（囲い込みではない）、③運
営を公開している、のうち一つは満たすことと
考えている。
⑷　中所得者向けの共助の暮らしの推進
　中低所得者が豊かで安心できる暮らしを負担
可能な家賃で実現するために、共助の暮らしを
追求することも重要なテーマである。例えば、
母子家庭のシェアハウスがある。互いに情報を
交換しつつ、ベビーシッターを共同で雇えば安
上がりになる。また、高齢者のグループリビン
グやホームシェアは、生活に潤いと安心を提供
する。さらに、空き家活用型グループホームは、

福祉政策の観点からも拡大したい事業である。
　居住支援協議会においては、モデル事業等を
通して新しい住まい方を周知したり、これらの
募集情報を提供したり、優良業者を登録したり
することが有効な活動となるだろう。
⑸　公営住宅の役割の再編
　以上を通して、民間住宅を活用した住宅セー
フティネットが充実すれば、いずれ公営住宅と
の関係の整理が必要になる。その段階では、筆
者は、公営住宅は子育て支援に重点化しつつ中
所得者を含む階層ミックスを進めることが適切
と考えている。その場合、定期借家を活用すれ
ば、多くの子育て世帯が公営住宅の恩恵を得る
ことができる。一方の高齢者は、公営住宅では
なく、空き家活用型のグループリビングやグル
ープホームを想定したい。そこでは部屋は狭く
ても、暮らしを支えるサービスやコモンスペー
ス、人と人の交流がある。
　これからの都市部の住宅政策の鍵は、空き家・
空き部屋活用型の住宅セーフティネットの充実
と、公営住宅の子育て支援への重点化であると
確信する次第である。

東京豊島区の居住支援協議会の活動

　大都市での例として、筆者が会長を務める豊
島区の居住支援協議会の活動を紹介しよう。
⑴　空き家活用モデル事業に取り組む
　豊島区の居住支援協議会では、空き家活用モ
デル事業を実施している。第一期は、高齢者グ
ループホーム、コレクティブハウス、母子家庭
のシェアハウスの 3件が採用された。いずれも
空き家活用によるシェア居住によるアフォーダ
ブル（支払い可能）家賃の実現を狙いとしてい
る。しかし、後述する理由で残念ながら実現に
は至っていない。
　そこで、母子家庭の住まいについては、区が

7
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家賃補助を行って一般賃貸マンションへの入居
支援を実施し、育児相談などのサポート活動を
試行している。
⑵　建築基準法の取り扱いが最大のネック
　モデル事業が実現できない最大の理由は、利
用可能な空き家がないことである。正確にいえ
ば、空き家はあるが、建築基準法に適合させる
ことができないため対象外になることである。
　今回の提案は、いずれも建築基準法上は住宅
ではなく「寄宿舎」扱いとなる（2013年 9 月の
国土交通省の技術的助言に明記。詳細は省略）。
この場合、住宅からの用途転用となり現行建築
基準に適合することが求められる。豊島区では
密集地にあり接道条件が不適格となる空き家が
多い。さらに、東京都安全条例で定める窓先空
地の確保が困難である（これは2015年 ４ 月に緩
和された）。これら要件は、建物改修で対応で
きないため、空き家活用は断念せざるをえない。
そして、このような空き家は、行政が関わる事
業に用いることはできず、行政が関知しない世
界で貧困ビジネスなどの場として利用される。
⑶　空き家活用条例で問題を解決する
　この問題は、建築基準法や政令に明記されて
いない「建物用途の判断」に関わっている。つ
まり、既存住宅を用いたシェア居住について、
用途を何と判断するかの問題であり、数人程度
のシェア居住であれば、寄宿舎とするのは過剰
規制ではないかという判断にも合理性がある。
実際、国土交通省の2013年通知はあくまで「技
術的助言」である。つまり、地方分権一括化法
により、建築基準法の運用は特定行政庁（自治
体）に委ねられており、それに対する助言であ
る。地域の実情に照らして特定行政庁が最終判
断を行う。
　しかし、用途判断を建築主事（審査を担当す
る個人）が勝手に行うことはできない。まして、

技術的助言が通知されれば、建築主事はそれに
従う。もし、自治体独自の用途判断が必要であ
れば、「どの程度の空き家活用までを住宅と判
断するのか」という基準を明確にすることが必
要になる。加えて、建築基準法上は「住宅」と
判断しても、別に自治体独自に守るべき基準を
示して、事業者及び利用者の自己責任で遵守す
る仕組みが必要になる。できれば、条例とする
ことが望ましい。
　現在は、家が余る時代でありながら、それを
住宅セーフティネットとして合法化して活用で
きないのが現実である。これでは、居住支援協
議会の価値が半減する。むしろ、行政が関知し
ないところで空き家活用を進めた方が、人々の
要求に沿った住まいが提供できる。このような
矛盾を「空き家活用条例」で解決することが必
須といえる。なお、福島県、愛知県、鳥取県は、
空き家活用によるグループホームについて「住
宅」扱いとする措置をとっている。英断である
と評価したい。

お わ り に

　以上を通して、居住支援協議会（以下、協議
会と記す）への筆者の期待をまとめよう。
①　民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネ
ットの充実は時代の要請であり、協議会の設
立を積極的に進めたい。
②　協議会において、行政や宅地建物取引業者
に加えて福祉関係者等（NPOを含む）が参
加することで、住宅セーフティネットに取り
組む協働の基盤ができる。
③　協議会の活動は、自治体による支援策（家
賃補助や空き家バンク等）と連携させること
でその効果が大きくなる。
④　協議会では、既存住宅の活用（空き家・空
き部屋活用）に取り組むことが重要である。

8
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⑤　空き家活用においてシェア居住を実現する
ことが、大都市での低家賃化の鍵となる。ま
た、地方都市においても、空き家活用による
高齢者グループホームにみるように、これか
らの時代に求められる共助の暮らしの具現化
として推進することが望ましい。
⑥　空き家活用における建築基準法等の問題を
解決するために「空き家活用条例」の制定が
求められる。それにより協議会は真に力を発
揮することができる。
⑦　生活保護者に住まいを提供する事業（貧困
ビジネス）の中で、適正に展開する事業者を
協議会が登録する活動を行うことも一案であ
る。
⑧　以上と並行して、公営住宅の位置づけを子

育て支援に重点化する等の検討を行う。
　居住支援協議会の活動は始まったばかりであ
る。各地域における様々な工夫が蓄積されてい
くことを願う次第である。
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居住支援協議会への支援の取組

　　国土交通省住宅局安心居住推進課

特　集 2

1 ．はじめに

　我が国の総人口は、2010年の約 1 億2,800万人
を頂点として減少を始め、2060年には約8,670
万人となると見込まれており、本格的な人口減
少社会を迎えている。
　一方で、今後、高齢人口は2010年から2060年
までに約516万人増加するのに対し、生産年齢
人口は約3,756万人、若年人口は約893万人減少
する見通しであるなど、少子・高齢化が一層進
展する見込みである。
　こうした中、人口構造については、現在 1 人
の高齢者を2.6人で支えている社会構造が2040
年には 1 人の高齢者を1.4人で支える社会構造
となると予測されている。なおかつ、高齢人口
も2040年代には減少が見込まれることから、今
後は、高齢人口・生産年齢人口ともに減少が見
込まれる時代が到来する。
　さらに、2020年以降については、世帯数も減
少すると予測される中、高齢者世帯は増加し、
子育て世帯が減少するとともに、単身世帯の増
加が見込まれている。具体的には、団塊の世代
が後期高齢者となる2025年には2010年と比較し
て、高齢者世帯数は約 2 割（約400万世帯）増
加するものの、子育て世帯は約 2 割減少すると
予測されている。
　このように、我が国は、今後、急激な人口減
少、少子・高齢化、人口構造の変化や単身世帯
の増加などが見込まれており、21世紀半ばに向
けて、大きな社会情勢の変化に直面している。

また、社会の成熟化に伴い、国民の価値観も多
様化するとともに、結婚や出産後も仕事を継続
することを希望する女性や、退職後も健康であ
れば働き続けたいという意向を持つ高齢者が増
加するなど、これまでの「典型的な」家族像も
変化を見せつつある。
　したがって、本格的な人口減少・少子高齢化
社会を迎える中、多様な世帯が、健康かつ生き
がいを持ち、安心・安全で豊かな生活を営むこ
とが可能となるための住まいの確保は極めて重
要な課題となっている。特に、住宅確保要配慮
者の安心な住まいの確保に向けて、居住支援の
充実等の一層の推進が必要である。
　このような状況を踏まえ、平成26年 ９ 月に、
次世代の住宅政策・福祉政策を担う有識者、関
係団体等を委員とした「安心居住政策研究会」

（資料 1 ：安心居住政策研究会の概要）が開催
され、まずは、高齢者、子育て世帯、障害者の
安心な住まいの確保をテーマに、目指すべき方
向性の検討と、今後取り組むべき対策の検討を
開始した。外部有識者へのヒアリング等を含め、
6 回にわたり検討を重ね、高齢者、子育て世帯、
障害者の現状と課題を整理するとともに、安心
な住まいの実現に向けて今後取り組むべき対策
等について、議論を深めてきた。
　その中でも特に、地域を挙げた居住支援の枠
組みとして住宅、人、コミュニティをつなぐ窓
口である「居住支援協議会」（以下「協議会」
という。）の活動強化、目指すべき方向性につ
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資料 1　安心居住政策研究会の概要

11
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いて次のとおり提言があった。

2 ．居住支援協議会の目指すべき方向性

　高齢者、子育て世帯、障害者等の住宅確保要
配慮者に対する居住支援の充実、特に民間賃貸
住宅については、入居に拒否感がある賃貸人が
一定割合存在することを踏まえると、入居の円
滑化を図ることは重要な課題である。こうした
中、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑
な入居を促進するために地域の自治体、不動産
関係団体（賃貸人団体、不動産業団体、不動産
管理業団体等）、NPO 等の関係団体で構成され
る協議会について、全国で50自治体（都道府
県：39自治体、市町村：11自治体）で設立（資
料 2 ：居住支援協議会の概要）されている。協
議会では構成員間の意見・情報交換、住宅確保
要配慮者に対する住宅情報の提供、住宅相談サ
ービス、住宅の紹介・斡旋、賃貸人・住宅確保
要配慮者を対象とした講演会やセミナーの開催
等の活動が実施されているところであるが、今
後、全国各地でさらなる居住支援の充実を図る
ためには、設立を促進する必要がある。
　このため、まず、協議会が未設立の都道府県

が存在している状況を踏まえ、全ての都道府県
における設立を促進することが必要である。さ
らに、地域の実情を踏まえた居住支援を実施す
るためには、基礎自治体である市区町村におい
ても、可能な限り独自に設立することが望まし
い。しかしながら、様々な地域の事情により、
設立が困難である場合については、都道府県が
設立する協議会の構成員となることで、その役
割を果たすことが重要であるため、同様に促進
することが必要である。また、各地域の不動産
関係団体についても、住宅確保要配慮者に対す
る理解促進等が期待されることから、参画を促
進することが必要と考えられる。
　その上で、全国の協議会における今後の居住
支援の取組としては、鳥取県や埼玉県などの先
進的な取組を実施する協議会の活動内容等も踏
まえ、次の取組を実施することが重要と考えら
れる。このため、先進的・先導的な協議会に対
する重点的な支援を行い、当該取組の実施を推
進することが必要である。
・協議会に、賃貸人と高齢者等の住宅確保要配

慮者をつなぐ「住まい相談員」を配置し、住
宅・サービス等の総合的な情報提供から契約

資料 2　居住支援協議会の概要

12
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締結まで、居住ニーズに応じた包括サポート
（資料 3 ：鳥取県居住支援協議会）
・地域の不動産関係団体と連携し、協力を得た

各地域の地元店舗に「近所の相談窓口」を開
設。電話対応だけでなく、「face to face」で
住宅情報の提供、相談対応等を実施（資料 4：
埼玉県居住支援協議会）
・希望に応じて、バリアフリー等が実施され、

契約面等でも安心な賃貸住宅等の情報を提供

資料 3　鳥取県居住支援協議会

資料 4　埼玉県居住支援協議会（埼玉県住まい安心支援ネットワーク）

（民間賃貸住宅に限らず、住まいに関する様々
な情報の集約・提供を行うことが望ましい）
・入居後の見守り・生活相談サービス、家賃債

務保証、死亡時の家財整理など、各種サービ
スの事業者等の紹介（資料 5 ：神戸市居住支
援協議会）
・地域の NPO などコミュニティ団体と連携し、

入居後の「生きがい・やりがい」等の創出を
支援

13
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資料 5　神戸市居住支援協議会

・サービス付き高齢者向け住宅の見守り・生活
相談サービスの担当者への研修や講習会等を
実施
・各地域で実施されている地域ケア会議への積

極的な参加、会議を主催する地域包括支援セ
ンターとの連携、地元大学等の教育機関との
連携等

　併せて、協議会の全国会議を定期的に開催し、
先進的・先導的な取組の周知・普及を図るとと
もに、各協議会が抱える課題の共有や有識者に
よる助言などの各協議会の課題解決に向けた支
援の充実を図る（協議会の全国ネットワーク化
によりサポート体制の充実を図る。）ことが必
要である。
　その後、各協議会の取組内容等を踏まえ、各
協議会に対する支援の選択・集中・強化を検討
することが重要と考えられる。
　なお、居住支援の効果的な実施にあたっては、
地域の中で専門知識に長けた人材の確保・育成
が重要であり、中長期的に取り組むことが重要
である。
　さらに、障害者については、地域におけるい

きいきとした生活や活動の確保のためには、入
居からその後の日常の生活や活動までを継続
的・一体的に支援することが重要である。
　このため、上記取組に加え、障害者総合支援
法に基づく協議会との連携を促進し、十分な連
携を図った協議会の活動に対して、重点的な支
援を行うことが必要と考えられる。例えば、
・障害者の特性・住まいに関する課題等の情報

を整理
・賃貸人や不動産業者等に対して研修・情報交

換会等の開催を通じて情報提供
等することより民間賃貸住宅への入居の円滑化
を図る取組等に対して支援を行うことが考えら
れる。
　また、賃貸人や不動産業者等に対する意識調
査を実施するとともに、各地域の先導的な取組
事例を収集・整理し周知を図るなど、賃貸人や
不動産業者等に対する障害者への理解を促進す
るための方策等を検討することも必要と考えら
れる。
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3 ．国土交通省の協議会に対する支援

　上記提言を踏まえ、国土交通省としては「重
層的住宅セーフティネット構築支援事業」とし
て、次の取組を実施する協議会に対して支援を
行う。
⑴　住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への入

居支援
・住宅確保要配慮者向けの住宅相談サービス
（住宅相談員の配置・サポート店（不動産関連）
の設置、住宅相談会の開催等）
・民間事業者等と連携した家賃債務保証制度・

残置物処理、安否確認サービス等の紹介
⑵　住宅確保要配慮者の居住の安定を図る取組
・社会福祉法人等と連携した入居後の生活相談

サービス等の実施
・サービス付き高齢者向け住宅の見守りサービ

ス等の担当者への研修等の実施
⑶　住宅確保要配慮者に対する一元的な情報発

信
・要配慮者向けの民間賃貸住宅等の登録・管理、

情報発信

・居住支援サービス等の情報収集・情報発信
⑷　福祉部局・NPO・関係団体との連携を図

る取組
・地域包括支援センターやその他協議会・関連

施策等との連携
・区市町村レベルの協議会立ち上げ支援等
　また、健康の維持増進、多様な世代の交流促
進、地域コミュニティ活動の活性化に資する活
動、住宅確保要配慮者の入居ニーズの把握等に
対しても支援する。
　この他、先進的・先導的な取組の周知・普及、
各協議会が抱える課題の共有や有識者による助
言など、各協議会の課題解決のための協議会の
全国会議を厚生労働省と協働で開催することで
協議会を支援する。

４．おわりに

　今後、国、地方自治体、関係業界団体等の関
係者が連携を図りつつ、必要な取組を着実に推
進し、高齢者、子育て世帯、障害者等の安心な
住まいの実現を図ることが重要と考えられる。
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神奈川県居住支援協議会について

神奈川県県土整備局建築住宅部住宅計画課　牧　　野　　　　勉

特　集 3

　神奈川県居住支援協議会は、高齢化や経済情
勢の低迷などにより住宅を確保するために支援
が必要な、いわゆる住宅確保要配慮者が増加し
ていたことから、その居住の安定確保を図るた
め、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給
の促進に関する法律（以下「法」という。）第
10条に基づき平成22年11月24日に設立された。
　本県には外国人が約12万 6 千人おり（平成22
年国勢調査）、全国第 4位と多いため、外国籍
県民も居住支援を図るべき住宅確保要配慮者と
して加えて明記していることが特徴である。
　住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な
入居や供給の促進、その他必要な措置について
協議・実施することにより、神奈川県における
福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄

与するという目的を達成するために、本協議会
に居住支援部会及び団地再生部会を設置してい
る。
　また、年々増加している空き家の問題につい
て、空き家の利活用・適正管理・除却等の対応
に関する相談窓口の設置及び空き家の適正管理
手法等の情報提供体制の整備等について検討
し、既存ストックの活用と居住環境の向上を通
じた地域の居住支援を図るため、平成25年 7 月
26日に居住支援部会の下に空き家問題対策分科
会を設置した。
　協議会の構成は、県、政令市等の行政に加え、
宅地建物の取引や賃貸住宅を管理する団体、居
住支援等を行う団体及び賃貸住宅を供給する団
体等からなっている。（表参照）
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　主な協議内容は、
⑴　住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅のオー
ナーに対する情報の提供等に関すること
⑵　住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑
な入居の促進及び居住安定方策に関すること
⑶　支援施設の併設等を含めた賃貸住宅の供給
の促進及び住宅団地の再生に関すること
⑷　その他目的達成のために必要な事業
となっており、具体的には前述した部会等で協
議・実施している。
　上記を踏まえ、今年度、各部会において様々
な活動を予定しているが、以下、その内容を紹
介する。

居住支援部会

⑴　要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居に

資するモデル事業

ア　要配慮者のうち低所得高齢者や失業者等

⑵　要配慮者の民間賃貸住宅等への入居支援に

ついて

ア　要配慮者向けの民間賃貸住宅入居促進のた
めの支援対応マニュアルの充実
　要配慮者における居住支援ニーズへの的確
かつ迅速な対応を図るために、対応可能な窓
口や居住支援に活用できる制度等を具体的な
事例に合わせて整理した支援対応マニュアル
を作成する。上記モデル事業のみならず、居
住支援団体や各構成員が要配慮者から居住支
援の相談を受けたときに実践で活用できるよ
う内容の充実を図る。
イ　居住支援コーディネーターの養成
　要配慮者の居住支援を行うには、現在の生
活の問題点や入居後の生活支援への繋ぎま
で、幅広い情報収集が必要となる。そこで、
課題整理の手法や課題に応じた対応方法、居
住に関する知識や行政の福祉サービス等の情

表　協議会構成員

区　　分 会　　　　　員
宅地建物取引業者⑷ 公益社団法人　神奈川県宅地建物取引業協会

公益社団法人　全日本不動産協会神奈川県本部
公益財団法人　日本賃貸住宅管理協会神奈川県支部
一般社団法人　不動産流通経営協会

賃貸住宅事業者  ⑹ 神奈川県住宅供給公社
横浜市住宅供給公社
川崎市住宅供給公社
独立行政法人　都市再生機構神奈川地域支社
一般財団法人　サービス付き高齢者向け住宅協会
公益社団法人　全国賃貸住宅経営者協会連合会神奈川湘南支部

居住支援団体  ⑺ 公益社団法人　かながわ住まいまちづくり協会
NPO法人　かながわ外国人すまいサポートセンター
一般社団法人　かながわ土地建物保全協会
社会福祉法人　神奈川県社会福祉協議会
一般財団法人　高齢者住宅財団
一般財団法人　川崎市まちづくり公社
NPO法人　かわさき住環境ネットワーク

その他の団体  ⑴ 神奈川県司法書士会
市  ⑽ 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、小田原市、

茅ヶ崎市、厚木市、大和市、大磯町
神奈川県  ⒀ 国際課、生活援護課、地域福祉課、次世代育成課、

子ども家庭課、障害福祉課、高齢社会課、高齢施設課、
介護保険課、雇用対策課、住宅計画課、公共住宅課、
建築指導課

は、住宅の確保がいっそう困難と
なる場合が多い。そこで、これら
の要配慮者に対する住宅相談並び
に入居可能な住宅情報の提供及び
あっせん等の支援活動について、
NPO等の民間団体と行政等が連
携して取り組む事業をモデル事業
として支援する。
イ　上記モデル事業において発生し
た特徴的な相談案件を、部会にお
いて取り上げ、連携方法や課題等
を検討し、部会からモデル事業実
施団体にフィードバックすること
で、モデル事業での課題を解決す
る。
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報を幅広く習得し、住宅・福祉サービス等の
総合的な情報提供から契約締結までスムーズ
に支援ができるように“つなぎ役”となる人
材を育成し、会員等が行う居住支援相談に派
遣できるよう体制を整える。

⑶　要配慮者の居住の安定を図る取組

ア　サービス付き高齢者向け住宅の供給促進方
策の検討
　昨年度に引続き、「サービス付き高齢者向
け住宅説明会・見学会」を実施し、民間住宅
事業者やケアマネージャーなどの住宅・福祉
事業関係者等に実際の施設内容の理解を深め
る機会を提供し、要配慮者のうち高齢者向け
の民間賃貸住宅制度の周知を図る。

⑷　要配慮者に対する一元的な情報発信

ア　「あんしん賃貸協力店ガイドブック」の充実
　要配慮者が円滑にかつ安心して住まい探し
ができるように、要配慮者の入居を受け入れ
ることとしている不動産店「あんしん賃貸協
力店」を紹介するために、昨年度作成した『あ
んしん賃貸協力店ガイドブック』について、
紹介店舗を増加し、地域別に分類する等の改
訂を行い、要配慮者が不動産店を身近に感じ
られるようなツールとなるよう、充実を図る。
イ　神奈川における「住宅確保要配慮者あんし
ん居住推進事業」の構築
　本年度、国において創設された、住宅確保
要配慮者あんしん居住推進事業を実施するに
当たり、神奈川における「入居の安定確保を
図るため必要と認める改修工事」等の設定の
ほか、必要な支援策を部会において検証する。
　本事業を活用した物件情報や要配慮者の入
居を受付ける住宅等の情報を一元的に集約し
て情報提供するシステムを活用し、登録住宅

の募集、登録、情報公開及び情報更新を行
い、住宅確保要配慮者へ一元的な情報提供を
行う。

⑸　福祉部局・NPO法人・関連団体との連携を

図る取組

ア　地域居住支援協議会設立の支援
　地域独自の居住支援に関する課題を検討・
解決するために、市町村単位での居住支援協
議会の立ち上げを支援する。
イ　地域ケア会議、地域の見守り活動等との連
携
　各地域で地域包括支援センターが実施して
いる「地域ケア会議」において、住まいに関
するテーマを協議することは重要である。
　また、自治体と民間団体との間で「高齢者
等の見守り協定」も多く締結され、地域全体
で高齢者等を見守る体制が整いつつある。
　更に、厚生労働省及び国土交通省の連名で
発出された「居住支援協議会による「住まい」
の包括サポートを実現するための取組につい
て」においても、地域包括支援センターや障
害者総合支援法に基づく協議会との連携を要
請されている。
　このような社会背景を受け、地域ケア会議
を主催する地域包括支援センター等や障害者
自立支援法等、同じ目的を持つ他の協議会や
会議等の他、地域で見守り活動を実施してい
る団体に、本協議会の居住支援活動を積極的
に周知し、居住支援部会との合同会議を目指
すとともに、地域の見守り活動との連携を探
る。

⑹　空き家問題対策分科会

　平成25年度・26年度において、「空き家管理
等基盤強化推進事業補助」を受けて開設支援し
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た「空き家地域相談窓口」に対し、本協議会に
開設していた広域相談窓口のノウハウ等の情報
提供等の支援や「空き家相談協力事業者登録制
度」の活用方策等の検討を行い、今後増加が見
込まれる空き家の増加に対して、予防対策も含
めた空き家の利活用等の推進を図る。

団地再生部会

⑴　要配慮者の居住の安定を図る取組

　団地再生に係る取り組みとして、部会で構築
した「住まいまちづくり担い手ネットワーク」
等の活動が継続的な取り組みとなるよう、平成
26年度に作成した「団地コミュニティ再生に向
けた総合的な居住支援等の検討業務報告書」等

や会員が実施した事例等を総合的に検討し、要
配慮者が「生きがい・やりがい」を持ちつつ生
活できるよう団地再生を通じた居住支援につい
て検討を行う。

⑵　地域居住機能再生推進事業分科会

　平成26年度から引き続いて、厚木緑ヶ丘地区
及びいちょう地区（横浜市、大和市）における
老朽化した県営住宅等の再生に合わせて、地域
に居住する高齢者世帯・子育て世帯等が安心し
て暮らすことができる生活支援施設等の誘致を
検討し、地域の居住機能の再生を図るための協
議を行う。

「住宅」CD-ROM版 Disc８のご案内
　本誌「住宅」は昭和27年の当協会創立と同時に創刊され、通巻700号を経過しました。
　2007年 1 月号〜2012年 ９ 月号までの記事を収めましたDisc ８ のご購入のお申込みをお待ちしております。PDFファ
イル（画像データ）で年代順に収録しており、Windows Excel を利用して著者論文名を検索することができます。

　　　Disc No. ８   １枚：３０，０００円　　送料：１枚　５００円（金額はいずれも消費税込みです）
  （日本住宅協会会員の方は、１枚：３，０００円、送料は当協会で負担します）
  収録期間：2007年１月号から2012年９月号まで
　　　「住宅」CD-ROM［CD８枚／１セット］
  １セット：１０７，０００円　　送料：１セット　５５０円（金額はいずれも消費税込みです）
  （日本住宅協会の会員の方は、１セット：１８，０００円、送料は当協会で負担します）
  収録期間：1952年創刊号から2012年９月号まで

　　　◆動作環境
　　　　　WindowsVista 以降
　　　◆必要なソフト
　　　　　Windows　Excel 
　　　　　 Adobe 社 AcrobatReder（AcrobatReder は無償ソフトです。Disc No.７までは、全てAcrobat4.0で作成し

ております。CD-ROM内（Disc１〜７）に添付されているAcrobatReder4.0での利用については全て動作
確認済みですが、AcrobatReder5.0以上でのご利用については2000年と2001年の記事データにおいて見るこ
とができない頁があります。なるべく4.0をご利用下さい。）

　　　◆お申込み方法
　　　　　 下記の当協会ホームページよりお申込書をプリントアウトして、必要事項をご記入の上、FAX又はご郵送

ください。Web からのご注文もできます。
　　　　　http://www.jh-a.or.jp/contents/tosho/tosho-2.htm
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京都市居住支援協議会のこれまでの取組と
今後の展開について

京都市都市計画局まち再生・創造推進室空き家対策課長　寺　　澤　　昌　　人

特　集 4

1．京都市居住支援協議会設立の背景等

　高齢社会の急速な進展により、一人ぐらし高
齢者世帯等の増加が見込まれる中、入居中の病
気や事故、家賃滞納等への不安から、高齢者の
民間賃貸住宅への入居が敬遠されるケースが少
なくない。平成22年度に京都府等が府内の宅地
建物取引業者約3,500社を対象に実施したアン
ケート結果（以下「アンケート結果」という。）
によると、家主から高齢者の入居について断る
ようにいわれた経験のある業者は約半数にのぼ
っている。
　一方で、京都市内には、統計上11万戸1）を超
える空き家がある。高齢であることを理由に入
居を拒まない民間賃貸住宅も数多くあり、こう
した住宅の情報を広く高齢者に提供していくこ
とが必要であった。
　また、京都府宅地建物取引業協会をはじめと
する不動産関係団体との協議では、団塊の世代
が定年を迎え、高齢者人口が急増するなか、高
齢者の住まい・住み替えは喫緊の課題であり、
官民あげて取り組む必要を指摘されていた。
　こうした状況を背景に、平成24年 9 月、不動
産関係団体及び福祉関係団体2）の参画を得て、
いわゆる住宅セーフティネット法に基づく京都
市居住支援協議会（愛称は「京都市すこやか住
宅ネット」。以後、「協議会」という。）を設立し、
高齢者の民間賃貸住宅への円滑入居に向けた支
援に取り組むこととなった。

2 ．これまでの取組

　平成23年 4 月、高齢者住まい法が改正され、
これまでの高齢者向け賃貸住宅の情報提供の仕
組みであった「高齢者円滑入居賃貸住宅」や「高
齢者専用賃貸住宅」等の制度が廃止され、「サ
ービス付き高齢者向け住宅」制度に一本化され
た。同住宅は、バリアフリー構造のケア付き住
宅として注目を集めているが、低所得の高齢者
には入居費負担が大きい。協議会では、設備や
サービス等の要件は付さないものの、耐震やバ
リアフリーの有無等をしっかりと公開すること
を義務づけたうえで、高齢者の入居を拒まない
民間賃貸住宅を「すこやか賃貸住宅」と呼び、
不動産事業者等へ登録を呼びかけることとし
た。平成27年 8 月現在、4,000戸を超える住宅
を登録し、ホームページや地域包括支援センタ
ー等を通じ、情報発信している。
　また、高齢者の住まい探しに協力いただける
67の不動産事業者を「すこやか賃貸住宅協力店」
として登録している。
　さらに、高齢者向けの住まいの相談会の実施
や高齢者向け優良賃貸住宅、サービス付き高齢
者向け住宅など高齢者住宅の見学会等にも取り
組んでいる。相談会は年 4回開催しており、こ
れまで立退きやケア付き住宅への住み替えとい
った相談が多かったが、今年度に入って、生活
保護受給者の住宅扶助が引き下げられたことに
伴う住み替え相談が増えている。
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3 ．新たな取組－京都市高齢者住まい・生活支

援モデル事業の実施－

　すこやか賃貸住宅の登録は順調に増加する
も、入居中の事故等に関する家主の不安が解消
されたわけではなかった。家主から身元引受人
や緊急連絡先を求められるが、引き受けてもら
える親族がいないため、民間賃貸住宅へ入居で
きないといった相談も寄せられていた。アンケ
ート結果においても、高齢者を受け入れやすく
するための方策として、「緊急連絡体制」や「安
否確認」など見守りに関する意見が多かった。
　このため、協議会において、見守り制度の構
築に向け検討を重ねたが、低所得高齢者の費用
負担が課題であった。こうしたなか、京都市老
人福祉施設協議会から社会貢献活動としての対
応が可能ではないかとのお声をいただき、低廉
な「住まい」と、社会福祉法人による「見守り」

等のサービスを一体的に提供する「京都市高齢
者すまい・生活支援モデル事業」3）（以下「モデ
ル事業」という。）に取り組むこととした。
　モデル事業は、平成26年11月、市内の 6地域
からスタート4）している。概ね65歳以上のひと
り暮らしの方で、地域での継続的な生活の確保
に向けて見守り・生活相談等の支援を必要とす
る方であって、住み替えを希望している方を対
象としている。対象者には、すこやか賃貸住宅
協力店が扱う賃貸住宅をあっせんし、入居後
は、特別養護老人ホーム等の24時間施設を持つ
社会福祉法人が見守り等のサービスを提供して
いる。具体的には、週に 1回以上の訪問と電話
連絡、保健・福祉等に関する相談、緊急時にお
ける親族等への連絡等である。利用者負担につ
いては、家賃等は必要になるが、見守り等は市
民税非課税世帯であれば無料である。
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注）

1）　総務省が実施した平成25年住宅・土地統計調査によ
ると、京都市内の空き家数は、11万4,500戸、空き
家率は14.0％であった。

2）　不動産関係団体からは、京都府宅地建物取引業協会、
全日本不動産協会京都府本部、日本賃貸住宅管理協
会京都府支部、京都府不動産コンサルティング協会
が参画。福祉関係団体からは、京都市地域包括支援
センター・在宅介護支援センター連絡協議会、京都
地域密着型サービス事業所協議会が参画。行政は、
京都市と京都市住宅供給公社が参画している。平成
26年 9 月から、京都市老人福祉施設協議会が新たに
参画。

3）　厚生労働省の補助金「低所得高齢者等住まい・生活
支援モデル事業」補助金を活用。当該補助金の適用
は最長 3年間と聞いている。

4）　事業開始時は、 6社会福祉法人が 6地域で実施。平
成27年度からは、新たに 2社会福祉法人が取り組む
ことになり、現在、 8地域で実施している。

　平成27年 8 月末現在、これまでに15件の成約
があった。社会福祉法人への来所相談が112件
であったことから、決して成約率は高くない。
制度利用者を年齢別でみると、80歳以上の方が
8名、介護度別では、要支援と要介護を合わせ
るとこれも 8名であった。保証人が確保できな
い方も 5名おられたが、社会福祉法人による定
期的な見守りがあることから家主への理解を得
ることができ入居につながった。

4 ．課題と今後の展開

　モデル事業については、協議会において、事
業内容の検証等を行い、 3年間の事業終了後に
おいても、社会福祉法人による社会貢献事業と
して継続的・発展的に取り組む持続可能な事業
スキームを構築することしている。
　また、見守りについては、モデル事業を通し
て、一定の成果は見られるものの、高齢者がお
亡くなりになった後の残置物の処理といった課
題も残されており、これらの対応が必要である。
　さらに、協議会では、これまでは高齢者の民

間賃貸住宅への円滑な入居支援を中心とした取
組を進めてきたが、今後は、障害者や母子家庭、
被災者等の住宅確保配慮者にも拡げた支援を検
討していきたい。

日本住宅協会機関誌
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Osaka あんしん住まい推進協議会の取組みについて

大阪府住宅まちづくり部都市居住課　尾　　崎　　輪 香 子

特　集 5

１ ．居住支援協議会の設立に至るまで

　大阪府においても、高齢者等の住宅確保要配
慮者が苦労せずに住まいを確保でき、安心して
暮らせる環境づくりは、大きな課題である。民
間賃貸住宅を住宅セーフティネットを支えるセ
クターのひとつとみなし、公営住宅制度が抱え
る課題や住宅困窮者の多様化、民間賃貸住宅ス
トックの空家の増加など、様々な状況の変化に
も対応しうる柔軟な施策を展開することは、大
阪府の住宅セーフティネット施策の基本方針と
なっている。その達成度を測る指標として、平
成24年 3 月に策定した大阪府住宅まちづくりマ
スタープランにおいても、過去 5年間に家主か
ら高齢者等の住宅確保要配慮者の入居を断るよ
うに言われた宅地建物取引業者を平成32年度に
は解消することを目標のひとつに掲げたところ
である。
　この課題認識のもと、大阪府では、平成23年
度から26年度まで、不動産関係団体との意見交
換会（以下、「意見交換会」という。）を開催し、
住宅確保要配慮者の円滑入居を進めるための意
見交換と情報共有を行ってきた。この意見交換

会が、後に設立する居住支援協議会の母体とな
ったものであるので、まず意見交換会の活動に
ついてご紹介したい。
　この意見交換会では、貸し手側の不安を払拭
するために有効な手立てとして何が考えられる
か、原状回復にまつわるトラブルなど賃貸借関
係において発生しがちなトラブルの防止策は何
か、などの点を中心に議論を重ねた。
　特徴的だったのは、家主や不動産管理会社を
対象とする賃貸住宅の保険などの各種サービス
をテーマとして取り上げたことと、住宅確保要
配慮者の入居受入れを考えている家主や事業者
向け情報提供冊子の作成に取り組んだことであ
る。
　保険については、保険会社の方々に意見交換
会の場で説明いただいたのを皮切りに、家主が
本当に利用しやすい保険とはどのようなものか
等、具体的な議論を行ったところである。その
議論の成果をもとに、後に、保険その他見守り
サービス等の居住支援サービスを、家主や管理
会社の選択により組み合わせて提供するパッケ
ージ商品が生まれ、現在、大阪府内を中心に提
供されているところである。また、情報提供冊
子は、保証人が立てられない場合の対処方法や
入居者の孤独死の不安をどう解消するか、など
具体的なケースを取り上げたわかりやすい内容
とすることを念頭に、家主、事業者の方々が活
用しやすいものとなるよう議論を重ねた成果を
まとめたものである。意見交換会の作成、発行
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による「知ってあんしん高齢者等円滑入居のた
めの15のアドバイス」は現在も、府内の家主、
事業者の方々に活用いただいている。
　意見交換会の取組みは、このように一定の成
果を挙げたものの、住宅セーフティネットの構
築を進めるには、さらに幅広い関係者との連携
の必要性を感じることになった。入居を受け入
れる賃貸人側の負担感を軽減させることが居住
の安定確保には不可欠であり、そのためには住
宅確保要配慮者の入居受入れに関して先駆的な
取組みをしている公的賃貸住宅事業者の事例に
学び、居住支援サービスを扱う民間事業者の協
力を得て、さらにニーズに合ったサービスの開
発に取り組む等、様々な立場からの知見、アイ
デアが必要であると気づかされたからである。
　今後取り組むべき課題は、大きく分けると次
の三点に絞られる。
①　良質で低家賃の住宅を多く確保すること
②　相談機能の強化等を含めた住宅確保要配慮
者への支援の充実
③　賃貸人側とりわけ民間賃貸住宅の賃貸人が、
不安を感じることなく住宅確保要配慮者の入

居受入れに取り組める環境を
整備すること
　これら三点のうち、とりわけ
②及び③については、大阪府の
みで取り組むには限界があり、
市町村をはじめ公的賃貸住宅事
業者、不動産関係団体や居住支
援団体のほか、民間企業を含め
た様々な関係者と共に議論しな
がら進めていくことが不可欠で
ある。
　こうした様々な議論や検討の
段階を経て、本年 3月のOsaka
あんしん住まい推進協議会の設

立に至ったものである。

2 ．Osaka あんしん住まい推進協議会の設立

　設立にあたって念頭に置いたのは、安定して
活動を継続できる体制とすること、そして幅広
い関係者の参画を得ることの二点である。
　継続した活動の確保のためには、まず財政的
基盤をととのえることが必要と考えた。そのた
め、不動産関係団体や公的賃貸住宅事業者等の
関係者にご理解をいただいて、全国初となる会
費制を導入した。これにより、補助金に頼らず
安定した活動を行う基盤を一定確保することが
できた。
　次に、幅広い関係者の参画を得ることに関し
ては、府民にとって最も身近な行政である市町
村に加わってもらうことが重要と考えた。大阪
府と市町村が議論を深めながら各々の役割をし
っかり果たすことが、協議会活動のポイントの
ひとつであると思う。府内全市町村に参画を呼
びかけた結果、設立時点では居住支援策の充実
に熱意のある23団体に加わっていただくことと
なった。全ての市町村の参画が得られるよう、

図− １
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今後も参画を働きかけていきたい。
　また、会員に三つの種別を設定した。居住支
援分野への関わり方は様々である。家主、管理
会社等の立場で関与する方々、ボランティア団
体等で居住支援活動をされている方々、また保
険や見守りサービスなどの事業をしている民間
企業など、それぞれの立場によって、住宅セー
フティネットに対する関わり方も異なるであろ
うと想像された。そのため、「正会員」のほか、「居
住サポート会員」、「賛助会員」の 2つの会員種
別を設けた。ボランティア団体等の方々には「居
住サポート会員」として、民間企業には「賛助
会員」として協議会に参画していただくことを
想定しており、それぞれのノウハウ、実績を活
かしていただき、協議会活動の幅を広げていき
たいと考えている。
　協議会設立時点での会員は、正会員33団体（不
動産関係団体 5団体、公的住宅事業者 4団体、
市町村23団体及び大阪府）のみであった。その
後、家賃債務保証を行う民間企業等 7社に賛助
会員として入会いただいたほか、福祉関係団体、
NPO法人などが居住サポート会員として入会

され、会員数は少しずつ増加し
ている。
　協議会としての取組みも、
徐々に広がってきている。
　協議会の事業は、図− 2「活
動内容」に掲げるとおりである。
　大阪の居住支援協議会の特色
は、住宅確保要配慮者への支援
とともに、賃貸人への支援を事
業の柱に据えていることではな
いかと思う。住宅確保要配慮者
への支援と賃貸人への支援は、
車の両輪であり、その双方がう
まく機能してこそ、住宅セーフ

図− 2

ティネットを構築できるというのが基本的な考
え方である。
　まず、住宅確保要配慮者への支援の基盤とな
るのは、あんしん賃貸検索システムの効果的な
運用による情報提供の充実強化である。住宅確
保要配慮者の中でも、とりわけ低所得者に焦点
を当て、低家賃住宅に関する情報収集とその発
信機能の強化を進めている。そして、賃貸住宅
全体の一元的な情報発信機能をもたせるべく、
UR都市機構や住宅供給公社の賃貸住宅に係る
情報についても、あんしん賃貸検索システムに
よる提供を行えるよう、新システムの構築に取
り組んでいるところである。平成27年 9 月末現
在、あんしん賃貸住宅の登録数は7,193戸、協
力店は355店であり、引き続きさらなる登録促
進に取り組んでいく。また、平成27年度中に府
内の10地域で住まい探しイベントの開催を企画
しており、現在準備中である。これは市町村と
の共催により実施するもので、各地域のあんし
ん賃貸協力店の参画を得て、高齢者や障がい者
世帯等の方々の住まい探しに関する相談に応じ
たり、また各種相談窓口の紹介や居住支援サー
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ビスに関する情報提供を行うほか、住宅のオー
ナーに対し、空家の活用方策としての住宅確保
要配慮者向け賃貸住宅という視点をご紹介する
など、各市の特性に応じたバラエティに富んだ
内容となっている。住宅確保要配慮者の方々の
声をダイレクトに聞くことのできる、貴重な機
会であり、協議会事業の中でも重要な位置づけ
となるものと思う。
　そして、賃貸人への支援としては、各種の情
報提供と「住宅確保要配慮者あんしん居住推進
事業」の推進が主要なものである。情報提供と
しては、先に述べた冊子「知ってあんしん高齢
者等円滑入居のための15のアドバイス」等の既
存のツールを大いに活用しつつ、セミナー開催
等により、多くの家主、事業者の方々に住宅確
保要配慮者の受入れを容易にするためのポイン
トの紹介に努めている。こうした活動は、あら
ゆる機会をとらえて継続していくことが重要
で、大阪府としても従来から取り組んできた
が、協議会の設立後は、活動の幅が着実に広が
ってきていると実感しているところである。ま

図− 3

た、 7月より募集がスタートし
た「住宅確保要配慮者あんしん
居住推進事業」は、良質な低家
賃住宅の確保のために非常に重
要な事業と考えており、協議会
主催の事業説明会も開催した。
当日は、100名を超える参加者
を得て、活発な質疑応答もなさ
れ、府内事業者のこの事業への
関心の高さを感じたところであ
る。協議会としても、引き続き
さらなる事業 PRを行っていき
たいと考えている。

3 ．これからの協議会活動について

　以上、今年 3月の設立後現在に至るまでの間
の動きをご紹介してきたが、まだまだ取り組む
べき課題は多いというのが実感である。住民に
最も身近な行政である市町村が主体となって、
住宅確保要配慮者の円滑入居の促進につながる
居住支援の取組みが進むよう道筋をつけるに
は、どのような方策が考えられるか。保証人を
たてることができず、また保証会社の審査も通
らないといった、最も支援が必要な方々の円滑
入居の確保に資する新たな家賃債務保証の仕組
みを構築することはできないだろうか。こうし
た課題は大阪府だけで解決することはできず、
協議会のメンバーである市町村や不動産関係団
体、民間企業等と共に取り組んでこそ、解決へ
向けた糸口も見えてくるものと思う。大阪にお
ける居住支援協議会の活動は緒に就いたばかり
であるが、粘り強く取り組み、大阪における住
宅セーフティネットの構築へ向け、一歩一歩進
んでいきたいと考えている。
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神戸市における居住支援協議会のこれまで
の取組みと今後について

神戸市住宅都市局住宅部住宅政策課

特　集 6

１ ．は じ め に

　神戸市では、平成23年12月に居住支援協議会
を設立し、住宅セーフティネット構築のために
必要な関係団体のネットワーク化や相互補完・
協力体制づくりを進めるとともに、住宅確保要
配慮者の居住支援に係る課題に対して解決策の
検討を行ってきた（表－ 1）。
　同年11月に設立した兵庫県居住支援協議会が
県下の自治体等を対象に研修会や情報提供など
居住支援の取組みを広げていくための支援を行
う一方、本協議会は市内の地域ニーズに対応し
た具体の事業を進めていく役割を担っている。
　本稿では、高齢者等の住宅確保要配慮者に対
する入居拒否の解決に向けて本協議会で制度化

を検討してきた「こうべ賃貸住宅あんしん入居
制度」を中心に、本協議会独自の取組みを紹介
する。

2 ．「こうべ賃貸住宅あんしん入居制度」の運用

⑴　制度の創設

　本協議会では、平成24年度に民間賃貸マンシ
ョン等実態調査として、民間賃貸住宅の貸主側
を対象に、住宅確保要配慮者の入居受け入れ状
況や必要と思う支援策に関するアンケートを行
った。
　高齢者等の入居を断る理由（図－ 1）として
「居室内での死亡事故等の不安」や「連帯保証
人がいるか不安」という回答が多かったことな
どを踏まえ、平成25年度より高齢者等の住宅確
保要配慮者に対する民間賃貸住宅への円滑な入
居支援について制度設計に着手し、平成26年10
月より、貸主・借主双方の不安解消を図る複数

年度 主な取組み内容

Ｈ23

①　協議会設立
②　先進地視察
③　民間空家住宅の有効活用による住宅セーフティネッ
ト構築調査（各種関連制度の調査、実例状況調査、空
家の有効活用策の検討等）

Ｈ24

①　先進地ヒアリング
②　民間賃貸マンション等実態調査　（民間賃貸住宅の
貸主側の意向等）
③　移住・住みかえ支援機構が実施する「マイホーム借
上げ制度」の普及促進（※以降継続実施）

Ｈ25

①　先進地ヒアリング
②　こうべ賃貸住宅あんしん入居制度の創設検討
③　住宅セーフティネット再構築に向けた民間賃貸住宅
入居者調査（民間賃貸住宅の借主側の住宅困窮実態等）

Ｈ26

①　こうべ賃貸住宅あんしん入居制度の創設・普及
②　住宅セーフティネット再構築に向けた検討調査（市
営住宅や民間賃貸住宅の役割の再整理、今後の方向性
等）

図－ １　民間賃貸マンション等実態調査結果
（平成24年度実施）

表－ １　神戸市居住支援協議会のこれまでの取組み

19.5
27.3

10.4
5.2
1.3

70.1
3.9
14.3

0.0 100.080.060.040.020.0

家賃の支払い能力
保証人がいるか不安

住宅の使用方法に対する不安
住宅の仕様や面積上、対応不可
近隣住民とのトラブルへの不安
居室内での死亡事故等の不安

その他
無記入

（％）
n=77
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のサービスを提供する「こうべ賃貸住宅あんし
ん入居制度」の運用を開始するに至った。

⑵　制度内容の紹介

　居住支援協議会の事務局である神戸すまいま
ちづくり公社1）を窓口として、平成27年 9 月現
在、6社のサービス事業者が、①連帯保証サービ
ス、②残存家具の片付けサービス、③安否確認
サービスなどを提供している（表－ 2、図－ 2）。

⑶　制度運用の課題

　サービス開始から平成27年 9 月までに223件
の相談・問い合わせがあり、そのうちサービス
の利用は 1件（福祉整理サービス）であった。
相談・問い合わせは多くいただいているものの、
サービスの利用につながっていないことが課題
である。
　例えば、公的住宅や持家に居住する高齢者か
ら、「現在の住宅には満足しているが、親族等
がいない」などの理由により、住宅内で倒れた
時や死亡後の手続き等に対する不安の声が寄せ
られているが、民間賃貸住宅以外の居住者につ
いては制度対象外となっていた。
　また、連帯保証サービスを希望する高齢者の
中には、同時に入居できる住宅の紹介を要望す
る方も多く、こうしたニーズへの対応が必要で
あった。
　加えて、利用者側の問い合わせに対し、民間
賃貸住宅オーナーや不動産仲介事業者からの問
い合わせが少なく、貸主側への有効な広報が急
務であった。

⑷　利用者の増加に向けて

　制度の相談・問い合わせ内容から明らかにな

主　　旨 貸主・借主双方の不安解消に向けたサービスの提供

内　　容

「連帯保証」「残存家具の片付け」「安否確認」の基
本サービスや、葬儀・福祉整理等のその他サービス
を、民間事業者が有償で提供し、民間賃貸住宅への
円滑な入居を支援する。

対　　象

【サービス事業者】
　神戸すまいまちづくり公社が選定する民間事業者
【借主】
（平成27年10月14日まで）
民間賃貸住宅に新たに入居する世帯または入居中
の世帯
　　　　　↓
（平成27年10月15日以降）
賃貸住宅に新たに入居する世帯または入居中の世
帯

提　　供
サービス

【基本サービス】
①　連帯保証サービス
　利用者が市内の民間賃貸住宅に入居するために
締結する賃貸借契約において、終身にわたって、
連帯保証人となる。利用者負担は18万円。
②　残存家具の片付けサービス
　利用者が亡くなった場合に、残存家具の片付け
を行う。利用者負担は15万円～。（住宅の種別、
面積に応じて増額の場合あり）
③　安否確認サービス
　入居者の動作を感知するセンサー等を設置する
ことにより、安否確認を行い、異常があれば駆け
つけ対応等を行う。利用者負担は月額4千円まで。
（別途機器設置・撤去費用が必要）
【その他のサービス】
①　葬儀の実施サービス
　利用者が亡くなった場合に、遺体を引き取り、
葬儀の手配などを行う。
②　死後手続きの代行サービス
　利用者が亡くなった場合に、各種保険の返還手
続きや、年金の手続きの代行など亡くなった後の
必要な手続きを行う。
③　福祉整理サービス
　利用者が住み替えのために家財を減らしたい場
合などに、家具等の処分や荷物の整理や清掃など
を行う。

窓　　口 神戸すまいまちづくり公社（すまいるネット）

表－ 2　こうべ賃貸住宅あんしん入居制度の概要 図－ 2　制度利用の流れ
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った課題を踏まえて、平成27年10月より次のよ
うな運用の見直しに取り組んでいる。
・制度利用対象者の拡充（公的住宅への拡大）
・制度を利用して入居することのできる民間賃
貸住宅の物件情報提供を行うための住宅登録
募集（兵庫県居住支援協議会との連携による
「ひょうごあんしん賃貸住宅」2）への登録募集
及び本制度の活用を条件とするなどの登録情
報の追加）
・民間賃貸住宅オーナー・不動産仲介事業者へ
のさらなる PR（住宅登録募集に係る広報）
　さらに、住宅の貸主側への普及啓発を強化す
るとともに、借主側に対して住み替え相談と制
度の相談をワンストップで行うことにより、入
居の円滑化を図っていきたい。

3 ．「マイホーム借上げ制度」の普及促進

⑴　制度の概要

　本協議会では、利用可能な空き家の有効活用
についても取り組んでいる。
　良好な空き家の有効活用策の一つとして、一
般社団法人移住・住みかえ支援機構（以下、
JTI という）が実施している「マイホーム借上
げ制度」がある。
　この制度は、シニア層（50歳以上）が所有す
るマイホームを最長で終身にわたって JTI が
借り上げ、子育て世帯などに転貸することによ
り、良好な空き家の活用と世代間での住み替え
を支援するものである。この制度を取り扱う事
業者は、JTI 協賛事業者としての登録が必要と
なっている。

⑵　制度の普及に向けた取組み

　神戸市では、平成21年 9 月より、神戸市住宅
供給公社（現神戸すまいまちづくり公社）が窓
口となって相談や制度の紹介を行ってきたが、

平成24年度より本協議会においても「マイホー
ム借上げ制度」の普及に向けて多様な働きかけ
を行っている。
①　宅地建物取引業者や空き家所有者への PR
　不動産関係団体が主催する会員研修会の場に
出向き、宅地建物取引業者を対象に、制度の利
用促進について説明し、協力を要請した。
　また、ニュータウン等にお住まいの方を対象
に、相談会を開催し、今後の住み替えにあたり
空き家となる住宅の活用の方策として制度の
PRを行った（写真－ 1）。
②　JTI 協賛事業者の拡大
　制度を広めるためには協賛事業者が大きな役
割を果たすことから、JTI 協賛事業者の拡大を
図るため、 2年以上の事業継続を条件として、
登録費用の支援を行った。
　平成27年 9 月現在、市内では 7事業者に登録
いただいている。

⑶　効果的な普及促進に向けて

　制度の対象となる住宅は昭和56年 6 月施行の
新耐震基準を満たしていることが要件であるこ
とから、開発時期が比較的新しいニュータウン
をターゲットに、よりきめ細かなエリアで現地
住み替え相談会を開催するなど、利用の掘り起

写真－1　相談会の実施
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こしを継続していく予定である。

4 ．民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネ

ット再構築の検討

⑴　ワーキンググループによる検討

　民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネッ
トの再構築に向けた検討を行うため、本協議会
において住宅分野や福祉分野の学識経験者で構
成する「住宅セーフティネット再構築検討ワー
キンググループ」を設置した。
　計 4回にわたって議論を重ね、最も住宅に困
窮する世帯に供給すべき公営住宅については、
公平性の確保やミックストコミュニティの促進
が必要であること、民間賃貸住宅については、
高齢者等に対する円滑な入居支援やバリアフリ
ー化を一層進めていくとともに、特に困窮度が
高いと考えられる低所得かつひとり親・多子世
帯、単身若年者を対象に、自立支援等のために
家賃補助制度による負担軽減が必要であること
等をご指摘いただきながら、今後の住宅セーフ

ティネットの目指すべき方向性を整理した。

⑵　今後の取組みについて

　今後はこれまでの議論等を踏まえ、民間賃貸
住宅を活用した住宅セーフティネットの再構築
に向けて、多様な関係団体や庁内の他部局と連
携を図りながら、具体的な方策の実施について
検討していきたい。

注）

1）　住宅供給公社など市の外郭団体の事業の一部を継承
する公的な団体。市の委託により、“神戸市のすま
いの総合窓口”として「神戸市すまいとまちの安心
支援センター（愛称：「すまいるネット」）」を運営し
ている。

2）　高齢者等の住宅困窮者の住宅への円滑入居と安定し
た住生活の確保のため、「兵庫県居住支援協議会」
が対象者の入居を受け入れる民間賃貸住宅（あんし
ん賃貸住宅）等の登録や情報提供等を行い、対象者
が安心して生活できる居住環境を実現しようとする
もの。「ひょうごあんしん賃貸住宅」の登録や住宅
情報の検索・閲覧は、「ひょうごあんしん住宅ネット」
のサイトからウェブ上で行うことができる。
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鳥取県居住支援協議会の取組について

鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課

特　集 7

　鳥取県居住支援協議会は、高齢者、障害者、
子育て世帯、外国人、低額所得者等、住宅の確
保に特に配慮を要する方（住宅確保要配慮者）
が安心して民間賃貸住宅に入居し、住み続ける
ことのできる環境づくりを進めるため、平成2４
年11月に設立した。
　本協議会では、「鳥取県あんしん賃貸支援事
業」の活動をとおして、住宅確保要配慮者の円
滑な住まい探しや居住のサポートを行っている
ほか、居住支援に関わる様々な団体が連携し、
多方面からの協力を得ながら課題への対応策の
検討を行っている。
　本稿では、本事業を中心とする協議会活動を
通じた、誰もが安心して暮らすことのできる環
境づくりへの取組について紹介する。

１ ．鳥取県あんしん賃貸支援事業の創設

　本県では、公営住宅等への応募が高倍率で推
移している一方で、民間賃貸住宅では空き家が
増加しており、これら民間賃貸住宅ストックを
活用した住宅セーフティネットの構築について
検討を行い、平成1８年度に本事業の前身となる
独自制度、「あんしん入居支援事業」による民
間賃貸住宅のバリアフリー改修への支援を開始
した。
　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の
促進に関する法律（住宅セーフティネット法）
の成立を受け、より効果的な事業展開及び国が
創設した、あんしん賃貸支援事業への移行参加

を念頭に、関係機関、不動産団体及び関係課と
の検討会の実施、市町村への説明会の開催及び
意向調査等を経て今後の方針を検討。平成21年
４ 月に「あんしん賃貸住宅・協力店」の登録制
度を開始し、同年 ７月からは「あんしん賃貸相
談員」をモデル的に配置することにより、現在
の「鳥取県あんしん賃貸支援事業」の実施とな
る。
　事業実施体制については、（公社）鳥取県宅
地建物取引業協会への委託とし、同時に「鳥取
県あんしん賃貸支援事業実施協定」を締結する
ことにより、事業の実施体制を強化し、役割の
明確化を図った。

2 ．鳥取県あんしん賃貸支援事業

　本県で実施するあんしん賃貸支援事業は、事
業の趣旨に賛同し、住宅確保要配慮者の入居に
協力する不動産店を「あんしん賃貸協力店」、
入居を拒否しない民間賃貸住宅を「あんしん賃
貸住宅」として登録し、これら登録住宅を含め
た民間賃貸住宅への入居に関する相談対応を行
う「あんしん賃貸相談員」を配置することによ
り、入居に係るワンストップサービスを提供す
る構成となっている（図− 1）。
　相談員は宅地建物取引士の資格及び、賃貸住
宅仲介の実務経験を有しており、入居相談、物
件案内、契約申込みの立会及び、場合によって
はその他必要となる申請・手続きに係る支援な
ど、専門知識を活かした対応を行っている。本
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事業の実施において、これら相談員の担う部分
は多く、入居に関するものから、生活保護等の
福祉分野に関する相談まで、相談者の状況に応
じたきめ細かな対応を行うことにより、相談件
数の増加及び事業の認知度向上に繋がっている
（図− 2）。
　また、平成2３年度には関係課及び相談員によ
るあんしん賃貸支援事業連絡会議を立ち上げ、
福祉部局との連携強化を図るとともに、今後の
市町村との連携体制を視野に入れた事業実施に
向け、検討を行うこととなる。

3 ．鳥取県居住支援協議会の設立

　平成2３年度に、前述のあんしん賃貸支援事業
連絡会議で築かれた関係課との連携体制を基
に、あんしん賃貸支援事業の協議会への移行に
よる事業の実施体制強化も視野に入れ、協議会
設立に向けた準備を開始。会員構成については、
これまでのあんしん賃貸支援事業の利用状況を
踏まえ、連絡会議の参加団体に加えて、不動産、
福祉、居住支援の各関係団体及び市町村などに
幅広く参加を求めることで、福祉部局、支援団
体及び市町村窓口との連携強化に配慮したもの
とした。
　事業実施主体を協議会へ移行することに伴
う、円滑な事業実施を考慮し、事務局を（公社）
鳥取県宅地建物取引業協会とすることで、比較
的短い準備期間を経て、平成2４年11月に鳥取県
居住支援協議会を設立。以降、今日に至るまで、
様々な団体と連携した入居支援に係る取組・検
討を行っている（図− ３）。

図− １ 　相談対応の基本的な流れ 

図− 2 　相談件数実績 図− 3

１ 入居相談を受ける 

①相談を受ける（相談相手の状況に応じて対応する）

②入居にあたっての希望や条件等を確認する

２ 物件情報を集める 

③協力店に物件紹介の依頼を行う 

④相談者に協力店から提案された物件の資料を提示する 

３ 物件を案内する 

⑤物件案内を希望された場合は、不動産店にアポイントメントを取る 

⑥物件案内に同行する 

４ 契約する 

⑦入居希望物件が決まったら契約の申し込みをする 

⑧入居決定の確認 
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4 ．その他の活動内容

　協議会の活動内容としては、あんしん賃貸支
援事業の他に、入居支援に係るセミナーの開催、
ホームページ、会報及びパンフレットにより、
協議会が行う事業・活動の情報提供に係る事業
を実施することで、支援対象者、不動産オーナ
ー等への事業周知を図るなど、制度利用促進に
向けた取組を行っている。
　また、これらの事業以外に、幹事会、部会（居
住支援部会、福祉支援部会）を開催し、居住及
び福祉の支援に関する専門的な課題の解決に向
けた協議・検討及び方向付けなどを行うことで、
事業の円滑な実施に繋げるとともに、新たな課
題の掘り起しに取り組んでおり、今年度の部会
においては、緊急連絡先又は身元保証人の確保、
入居拒否解消に向けたあんしん賃貸住宅及びあ
んしん賃貸協力店の登録促進、入居後を含めた
住宅確保要配慮者への支援などの ７項目を取り
上げ、それぞれの課題に応じてニーズを把握す
るためのアンケート調査の実施、先進事例の情
報収集を行う予定としている（図− ４）。

図− 4

５ ．今後の課題・展望

　今年度は本県においても住生活基本計画の見
直しに係る検討を始めており、平成2８年度に策定
する予定としている。住宅困窮者への住宅の供給
策を検討する中で、民間賃貸住宅を活用した重
層的な住宅セーフティネットの構築に関する議
論は不可欠であり、今後、居住支援協議会が担う
役割はさらに重要となっていくと考えられる。
　住宅確保要配慮者への民間賃貸住宅の活用を
進めていくためには、地域包括ケアシステム等
の福祉施策との一体となった支援体制の構築が
必要であり、本協議会においても、会員団体、
市町村及びその他の関連する支援団体等と連携
し、地域の実情に応じた体制のさらなる見直し・
構築に係る検討が必要となってきている。
　11月で協議会設立から ３年目を迎えることと
なるが、今後一層多様化する住宅困窮者の居住
ニーズへの対応、増加する高齢者等への入居支
援の円滑化及び入居後の支援に係る福祉施策と
の連携等を念頭に置き、居住の安定確保に係る、
さらなる支援体制の強化について検討していく
こととしている。
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福岡市における居住支援協議会のこれまでの
取組みと今後について

福岡市住宅都市局住宅部住宅計画課 居住支援係長　岳　　本　　美　　保

特　集 8

１．は じ め に

　福岡市は九州の北部に位置し、日本海に面し
た半月型の福岡平野の大半を市域とする、人口
約153万人の政令指定都市である。
　本市では、現在も人口は増加しており、平成
47年には約161万人となり、ピークを迎える。
高齢化率は現在の約20％から上昇を続け、平成
37年には約25％、平成52年には約31％になる見
込みで、特に後期高齢者の単身世帯が急増して
いくと予測される。

　本市における住宅の状況は、平成25年住宅・
土地統計調査によると、住宅総数は854,000戸
で、居住世帯のある住宅は744,700戸である。
このうち65歳以上の世帯員のいる世帯（26.5％）
や単身世帯（48.0％）の割合は年々増加傾向に
あり、特に単身高齢者（10.0％）の増加が大きい。
　本市の特徴は、借家率（61.0％）及び共同住
宅率（77.6％）が他都市と比較して非常に高く、
年々、この傾向は顕著になっている。
　また、空家は104,500戸（空家率12.2％）で、
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このうち賃貸用の空家は78,600戸あり、住宅数
の増加に伴い、空家、特に賃貸用の空家が年々
増加している。
　しかしながら、賃貸用の空家が増加する一方
で、約 6割の民間賃貸住宅事業者が、高齢者世
帯などの特定の世帯に対し何らかの入居制限を
行っている。民間賃貸住宅のオーナーの中には、
空家を抱え、その対応に苦慮しているにもかか
わらず、入居後のトラブル等を懸念して、高齢
者世帯などの入居を断っている。
　そのため、本市では、民間賃貸住宅事業者や
居住支援団体、市等で構成する「福岡市居住支
援協議会」を設置し、民間賃貸住宅を活用した
高齢者世帯などの住宅困窮者に対する入居支援
策について検討・実施を進めている。
　本稿では、この「福岡市居住支援協議会」の
取組みについて紹介する。

２ ．福岡市居住支援協議会の概要

⑴　設立の背景

　本市では、平成18年に市の諮問機関である住
宅審議会に対し、「住宅セーフティネットの再
構築について」諮問を行い、平成19年11月に、『各
主体の役割分担による重層的なセーフティネッ
トづくり』を基本的な考え方とし、「より効果
的な住宅セーフティネットを構築するために
は、市営住宅だけでなく賃貸住宅市場全体によ
る役割分担」や「行政と住宅事業者等の連携や
行政内部の施策連携による各支援策の充実」が
必要であり、そのためには、「行政、公的賃貸
住宅の各事業主体、住宅管理会社などの民間賃
貸住宅事業者、NPO等の民間団体等により居
住支援協議会を設立し、居住支援策の充実を図
っていく必要がある。」との答申を受けた。こ
れを踏まえ、平成21年 3 月に「福岡市居住支援
協議会」を設立した。

⑵　協議会の概要

　①　協議会の目的
・住宅困窮者の状況及び民間賃貸住宅市場の
動向に関する情報共有
・民間賃貸住宅を活用した住宅困窮者の円滑
入居支援策の効果的な促進

　②　協議会の構成
・（公社）福岡県宅地建物取引業協会
・（公社）全日本不動産協会福岡県本部
・（社福）福岡市社会福祉協議会
・（独）都市再生機構九州支社
・福岡市住宅供給公社
・福岡市（保健福祉局、住宅都市局）
　③　協議会の検討状況等
　協議会では、現在、住宅困窮者の中でも対象
世帯数の多い高齢者を対象とした支援策の検討
を進めている。

3 ．これまでの取組み

　平成21年 3 月の設立以降、協議会において高
齢者の民間賃貸住宅への円滑な入居支援策につ
いて協議・検討を行い、現在、次の 3事業を実
施している。

⑴　「高齢者住宅相談支援事業」について

　高齢者は、住宅物件を探す際に、交渉や手続
き等が円滑に進まず、トラブルとなったり、入
居を断られる場合がある。そのため、安心で信
頼できる住宅や生活支援サービスを紹介すると
ともに、事業者との交渉時のアドバイスや援助
を行い、高齢者の民間賃貸住宅への円滑な入居
を支援するため、平成23年度から当事業を開始
した。
　①　事業内容
　住宅を探す高齢者の健康状態、収入や生活状
況、希望する住宅等を聞き、各々の状況を踏ま
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え、高齢者が希望する住宅の情報と必要な見守
りサービス等の生活支援に関する情報をまとめ
て提供する。また、必要に応じて事業者との交
渉・協議を行う。
　②　利用者
　市内の民間賃貸住宅などの物件を探している
65歳以上の方のみで構成される世帯等
　③　主なサービス内容
・民間賃貸住宅等への入居に係る相談及び住
宅物件情報・生活支援サービス情報の提供
・民間賃貸住宅の物件内覧や契約時の同行・
同席サービス（原則有料）

　④　相談窓口
　　（社福）福岡市社会福祉協議会

⑵　高齢者向け住宅情報の提供について

　高齢者向け住宅の情報を安易に入手できるよ
うに、（公社）福岡県宅地建物取引業協会の協
力を得て、同協会のホームページ「ふれんず」
において、高齢者であることを理由に入居を拒
まない住宅「高齢者入居支援賃貸住宅」の物件
検索ができるように設定している。

⑶　「高齢者住まい・生活支援モデル事業（住

まいサポートふくおか）」について

　経済的には問題がない高齢者でも、保証人や
緊急連絡先が確保できないことで民間賃貸住宅
への入居を断られる場合がある。これは、緊急
連絡先となる親族がいないため、保証会社の審
査が通らないことや、高齢者が死亡した後の残
存家財の処分を行う者がいないことなどが理由
である。そのため、保証人や緊急連絡先に求め
られる役割を補完するサービス等を提供するこ
とで、高齢者の民間賃貸住宅への入居を支援す
る「高齢者住まい・生活支援モデル事業（住ま
いサポートふくおか）」を平成26年10月から開

始した。
　なお、当事業は、厚生労働省の「低所得高齢
者等住まい・生活支援モデル事業」に採択され
ており、平成26～28年度の 3年間は国の補助金
を活用することとしている。
　①　事業内容
　「高齢者住宅相談支援事業」と連携し、緊急
連絡先や保証人が確保できない高齢者に対し
て、「支援団体」が実施する見守りや死後事務
等の入居支援・生活支援サービスをコーディネ
ートし、高齢者の入居に協力する「協力店」へ
紹介を行い、高齢者の住替えを支援する。
　②　利用者
　市内の民間賃貸住宅などの物件を探している
65歳以上の方のみで構成される世帯等
　③　相談窓口
　　（社福）福岡市社会福祉協議会
　④　事業スキーム
　事業のスキームは次頁の図のとおり。当事業
では、保証人や緊急連絡先に求められる役割を
補完する見守りや緊急時対応、家財処分等のサ
ービスを提供する「支援団体」で「プラットフ
ォーム」を構築している。相談窓口である福岡
市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）は、
高齢者の状況に応じて必要とされる支援サービ
スをこの「プラットフォーム」よりコーディネ
ートし、高齢者からサービスの提供について同
意を得て、「協力店」へ入居を依頼する。
　「協力店」は、市社協から提示のあった支援
プランに基づき、家主に対してプラットフォー
ムの活用による保証人や緊急連絡先の補完効果
を説明し、入居に関する家主の協力を得て、高
齢者に住宅を紹介する。その後、高齢者は、家
主との賃貸借契約を締結し、併せて「支援団体」
からの支援サービス提供を受けることとなる。
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　⑤　事業による効果
　当事業により、保証人や緊急連絡先が確保で
きない高齢者も民間賃貸住宅への入居が可能と
なる。また、家主にとっても、安心して高齢者
へ住宅を貸すことができ、空家の解消にもつな
がる。

４ ．今後の課題

　「高齢者住まい・生活支援モデル事業」を実
施する中で、家主から特に必要とされる支援サ
ービスは、「見守り」、「死後事務委任」、「家賃
債務保証」である。日々の見守りで孤独死を防
止することに加え、高齢者が亡くなった後の家
財処分等については死後事務委任により実行を
担保する。あわせて、金銭的な保証を行うこと
で、保証人や緊急連絡先が確保できない高齢者
も民間賃貸住宅への入居が可能となる。そのた
め、今後は、これらのサービスを重点的に充実

させていく必要がある。
　また、当事業は、現在は国からの補助金を活
用しているが、今後の永続的な事業実施のため
には、補助金に頼らない自主財源を確保する仕
組みについての検討が必要である。
　そのため、国の補助期間である平成26～28年
度の 3年間をモデル事業期間として位置づけ、
その間に事業の検証や研究、課題に対する検討
を行い、事業手法を確立することとしている。

5 ．おわりに

　現在の本市での取組みは、高齢者を中心とし
たものとなっているが、将来的には「高齢者住
まい・生活支援モデル事業」における事業手法
の確立により、高齢者だけでなく、障がい者世
帯や外国人世帯、子育て世帯など、その他の住
宅困窮者へ対象を拡大し、事業を発展させてい
きたいと考えている。
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